
立憲民主党規則 

選挙対策委員会規則（案） 

 

（目的） 

第１条 この規則は、規約第１９条及び２９条に基づき選挙対策委員長（以下「委員長」という）が

行う候補者選定に関する手続等について、必要な事項を定める。 

 

（候補者選定原則等） 

第２条 委員長は、規約に定める公職の候補者の公認又は推薦等（以下「選定」という）について、

執行役員会の承認を得て常任幹事会に発議する。 

２ 委員長は必要に応じ、当該公職にかかる選挙区に関し、当該選挙区を活動区域とする都道府

県組織に報告を求めること、及び当該選挙区に関する調査を行うこと、並びに本部組織委員長

に意見を求めることができる。 

 

（都道府県知事及び政令市長の選挙の候補者選定） 

第３条 委員長は、都道府県の知事及び政令市長の選挙の候補者選定に当たって、原則として、当該

地域を活動区域とする都道府県総支部連合会（以下「県連」という）からの申請を踏まえつつ、

候補者を選定し、執行役員会の承認を得て常任幹事会に発議する。 

 

（都道府県議会議員及び政令市議会議員の選挙の候補者選定） 

第４条 委員長は、都道府県議会議員及び政令市議会議員の選挙の候補者選定に当たって、原則とし

て、当該地域を活動区域とする県連の申請を踏まえつつ、候補者を選定し、執行役員会の承認

を得て常任幹事会に発議する。 

２ 前条及び前項に関する、県連からの申請に必要な手続き、書類等は別に定める。 

 

（候補者選定の委任） 

第５条 委員長は、規約第２９条第４項に基づき、政令市長及び議員を除く市区町村長及び議員の選

挙の候補者選定を県連に委任する。 

２ 前項の委任は、各県連ごとに決定し、当該県連に通知するとともに、党の内外に告知する。 

３ 委員長より委任を受けた県連は、該当する選挙に関して候補者の選定を行った場合、選定後

速やかに所定の書類をもって、委員長に報告を行わなければならない。報告は当該選挙の告示

日の２週間前までに行うことを原則とする。 

４ 第１項の委任を受けた県連は、第２項に規定する告知が行われた後は、当該県連の代表者の

名義により所属党派証明書を発行することができる。 

５ 委員長は必要と判断する場合、県連に対する委任を取り消すことができる。 

 

（選定の変更・取消等） 

第６条 委員長は、特に必要あると判断する場合、その理由を明示し、常任幹事会に対して、候補者

選定の変更・取り消しを要請することができる。 

 

（比例名簿登載者の削除） 

第７条 委員長は、衆議院議員選挙または参議院議員選挙における比例代表名簿に登載された者につ

いて、当該の選挙後に除籍または離党の事実が確定した場合は、すみやかに執行役員会に対し

て報告しなければならない。その際、比例代表名簿からの削除（名簿届出政党に所属する者で

なくなった旨の申し出）について意見を付することができる。 



  ２ 委員長は、比例代表名簿からの削除について執行役員会の承認を得た場合、常任幹事会に発

議する。 

３ 県連は、第１項の比例代表名簿に登載された者の除籍または離党の事実が確定した場合、す

みやかに委員長に報告しなければならない。また組織委員会は、県連から前段の党員の離党の

報告があった場合、すみやかに委員長に通知することとする。 

 

（補則） 

第８条 本規則に定められているものを除き、必要がある事項については、別に定める。 


